
　引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費

その他社会保障施策に要する経費は、次のとおりです。

（歳入）　　地方消費税交付金（社会保障財源化分） ４１１，７６５千円

（歳出）　　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 ８，９３５，９６７千円

【歳出内訳】 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

障がい者福祉事業 1,544,562 1,094,875 -          -           449,687

高齢者福祉事業 84,458 2,954 -          8,322 73,182

児童福祉事業 2,782,862 1,711,666 -          211,125 860,071

母子父子福祉事業 288,423 105,356 -          -           183,067

生活保護扶助事業 1,438,893 1,118,419 -          -           320,474

小　　計 6,139,198 4,033,270 -          219,447 1,886,481

国民健康保険事業 614,319 316,737 -          -           297,582

後期高齢者医療事業 1,084,919 170,774 -          -           914,145

介護保険事業 915,388 10,413 -          -           904,975

小　　計 2,614,626 497,924 -          -           2,116,702

救急医療対策事業 15,015 -              -          -           15,015

予防接種事業 111,325 -              -          -           111,325

母子保健事業 26,378 10,100 -          -           16,278

健康増進事業 29,425 1,816 -          649 26,960

小　　計 182,143 11,916 -          649 169,578

8,935,967 4,543,110 -          220,096 4,172,761 411,765

※「引上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について」（平成２６年１月２４日総務省通知）により、
消費税率の引上げにより増加した地方消費税交付金の充当について、使途を明示したものです。
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